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仕切りのない空間で、利用者がオフィスを共有しな
がらも独立した仕事を行うコワーキングスペース。
オフィス経費を抑えられるだけでなく、業務に必要
なネット環境やプリンタ、ミーティングスペースな
ども整っています。らくりでは専門の支援員があな
たの創業をお手伝いします。創業を考え
ている方はぜひお問い合わせください。

お問い合わせ

⇩
見学 ・ 面談日時の決定

⇩
見学 ・ 面談 （申請）

⇩
利用許可（２週間以内）

⇩
利用開始

利用開始までの流れ

◆利用時間　平日午前９時から午後６時まで
◆利用料金（月額）
指定席 6,000 円／自由席 2,000 円
商業登記 4,000 円／郵便受利用 1,000 円
プリンタ　実費負担

白河市中町 65 楽蔵内 TEL : 0248-29-8775

利用対象者

創業を考えている方

創業して間もない方

申請時の必要書類

①利用許可申請書

②事業計画書

③履歴書または法人概要

④住民票または登記事項証明書

⑤決算関係資料 （法人のみ）

様式①・②は白河市の

ホームページから

ダウンロードできます。

             　白河市 HP

お問い合わせ・お申し込み
白河市産業部商工課 TEL: 0248-21-5910

9:00
～

18:00

コワーキング　　　　Wi-Fi　

ミーティング　　　プリンタ

　利用時間　　　　  郵便受　

フリードリンク　　商業登記

アクセス

Facebook

Instagram

コワーキングスペース らくり

eMail : shoko@city.shirakawa.fukushima.jp
白河市中田 140 番地   白河市産業プラザ人材育成センター内


